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No.835 2023 年 7 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

く
ら
し
の
相
談
セ
ン
タ
ー

　　受けるために必要な条件を満たせず、ポイントを受け取れないといったことが生じる恐れがあります

　　ので、余裕をもってお早めにお申し込みください。

　・この臨時窓口終了後は、「健康保険証としての利用申込」や「公金受取口座の登録」は町の窓口では

　　行いませんので、原則各自で行っていただくこととなります。

　・この臨時窓口では、マイナンバーカードの申請・電子証明書の更新などは受付できませんのでご注意くだ

　　さい。

　・マイナポイント第２弾は、令和５年２月末までにマイナンバーカードの交付申請をされた方が対象です。

　・マイナンバーカードの有効期間は、発行日から１０回目の誕生日（未成年者は５回目）まで、電子証明書

　　の有効期間は、年齢問わず発行日から５回目の誕生日までです。

　・マイナンバーカード申請・受領、電子証明書の発行は事前予約制となりますので、詳しくは、役場

　　住民課（☎８３－２１８２）までお問い合わせください。

　・対象となるキャッシュレス決済サービスについては、マイナンバー総合フリーダイヤル（☎０１２０

　　－９５－０１７８）などでご確認ください。

　・キャッシュレス決済サービスにより、事業者が指定する事前登録手続きが必要なものがあります。

　　マイナンバー総合フリーダイヤルやキャッシュレス決済サービス事業者にご確認ください。

　　（例：Ｓｕｉｃａ、イオンカード、セゾンカードなど）

　・マイナポイント事業を騙った詐欺にご注意ください。

＊マイナンバーカードやマイナポイントについて詳しくは、総務省ホームページをご覧いただくか、

　マイナンバー総合フリーダイヤル（☎０１２０－９５－０１７８）へお問い合わせください。

　総務省ホームページ　https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html

※問い合わせは、総務課　☎８３－２２５９

西多摩くらしの相談センターからお知らせ

◆奥多摩町くらしとしごとの相談会（無料）

　経済的な問題で生活に困っている。働きたいのに長く失業している。働いた経験がない。

　家族の引きこもりやニートで悩んでいる。家計の管理が苦手。子どもの学習で悩んでいる。

　こんな悩みを抱える方のために相談会を行っています。　

　専門スタッフが相談内容に応じて個別に支援します。

　〔日　時〕　毎週火曜日（年末年始・祝日を除く）　午後１時３０分～２時３０分

　〔会　場〕　福祉会館 会議室（２階）・・・毎月第１・３・５火曜日　

　　　　　  文化会館 会議室（１階）・・・毎月第２・４火曜日　

　〔対　象〕　町内在住の方

　
◆学びの広場　ホッとスペースちえの輪（無料）

　宿題の解き方を教え合ったり、時には仲間とイベント（スライム作り、ハロウィンパーティー、

クリスマス会など）を楽しみながら、ここに集まったみんなの将来を切りひらいていきます。

　随時、見学・体験参加を受付けています。お気軽にお越しください。

　〔日　時〕　毎週火曜日（年末年始・祝日を除く）　午後３時～５時

　〔会　場〕　氷川小学校　家庭科室　（２階）

　　　　　　古里小学校　プール棟会議室　（２階）

　　　　　　＊両会場をオンラインで繋ぎます。

　〔対　象〕　町内在住の原則、小学生～中学生（中学校卒業～１８歳の場合はご相談ください）

　※申し込み、問い合わせは、西多摩くらしの相談センター　☎２５－３５０１

　　　　　　　　　　　　　　ホームページ　http://kurashinosoudan.net/
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マイナポイント申込支援臨時窓口開設

　マイナポイントは、キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイントが

付与される国の事業です。

【会場・開催日】

会　　場 開　催　日

 役場（地下 1階会議室）  7 月 10 日（月）・8月 7日（月）・ 9 月 4 日（月）・9月 29 日（金）

 文化会館（１階会議室）  7 月 26 日（水）・8月 23 日（水）・ 9 月 20 日（水）

＊マイナポイント申込期限は、 「９月末まで」 となります。

＊ポイントを確実に受け取れるよう余裕をもってお早めにお申し込みください。

　なお、９月末前に申し込みを締め切る決済サービスもありますので、ご注意ください。

【受付時間】　午前９時１５分～正午・午後１時～４時

　　　　　　＊申込手続きには２０分程度かかります。

　　　　　　＊予約制ではありませんので、混雑状況でお待ちいただくことがあります。

【必要なもの】

　①マイナンバーカード（カードおよび電子証明書の有効期限が過ぎていないこと）

　②マイナンバーカード取得時に設定した４桁の暗証番号

　③マイナポイントの申し込みをする、キャッシュレス決済サービスの決済サービスＩＤおよび

　　セキュリティコード（確認できない方は、キャッシュレス決済サービスのカード、専用のア

　　プリが入ったスマートフォンをお持ちください）

　④通帳など口座の情報がわかるもの（公金受取口座の登録をされる方）

【支援の内容】

　マイナポイント支援窓口の端末またはご自身のスマートフォンなどを利用して、以下①から③の

手続きのお手伝いをします（基本的に端末などの操作はご自身で行っていただき、必要に応じて入

力操作のサポートをします）。

　①マイナポイントの申し込み

　②マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込

　③公金受取口座の登録

＊マイナポイント第２弾の対象とならない方でも、②③の手続きをご希望の場合は、この窓口で手続き  

  できますので、ご利用ください。

＊支援窓口は、町が委託した事業者（㈱エイチ・アイ・エス）が運営しています。

【その他・注意事項】

　・申込期限が近くなってからお申し込みをされた場合、必要なものなどに不備があったり、ポイントを

　マイナポイント第２弾でお申し込みが出来る方は、令和５年２月末までにマイナンバーカードの申請をさ

れた方となります。

　町では、マイナポイントの申し込みに必要なパソコンやスマートフォンをお持ちでない方、操作に不安が

ある方など、ご自身でお申し込みをすることが難しい町民の方を対象に、申し込みのお手伝いをする臨時

窓口を設置しています。

《次ページへ続く》
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　　　　　　＊予約制ではありませんので、混雑状況でお待ちいただくことがあります。

【必要なもの】

　①マイナンバーカード（カードおよび電子証明書の有効期限が過ぎていないこと）

　②マイナンバーカード取得時に設定した４桁の暗証番号

　③マイナポイントの申し込みをする、キャッシュレス決済サービスの決済サービスＩＤおよび

　　セキュリティコード（確認できない方は、キャッシュレス決済サービスのカード、専用のア

　　プリが入ったスマートフォンをお持ちください）

　④通帳など口座の情報がわかるもの（公金受取口座の登録をされる方）

【支援の内容】

　マイナポイント支援窓口の端末またはご自身のスマートフォンなどを利用して、以下①から③の

手続きのお手伝いをします（基本的に端末などの操作はご自身で行っていただき、必要に応じて入

力操作のサポートをします）。

　①マイナポイントの申し込み

　②マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込

　③公金受取口座の登録

＊マイナポイント第２弾の対象とならない方でも、②③の手続きをご希望の場合は、この窓口で手続き  

  できますので、ご利用ください。

＊支援窓口は、町が委託した事業者（㈱エイチ・アイ・エス）が運営しています。

【その他・注意事項】

　・申込期限が近くなってからお申し込みをされた場合、必要なものなどに不備があったり、ポイントを

　マイナポイント第２弾でお申し込みが出来る方は、令和５年２月末までにマイナンバーカードの申請をさ

れた方となります。

　町では、マイナポイントの申し込みに必要なパソコンやスマートフォンをお持ちでない方、操作に不安が

ある方など、ご自身でお申し込みをすることが難しい町民の方を対象に、申し込みのお手伝いをする臨時

窓口を設置しています。

《次ページへ続く》
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マイナポイント申込支援臨時窓口開設
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　①マイナポイントの申し込み

　②マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込

　③公金受取口座の登録

＊マイナポイント第２弾の対象とならない方でも、②③の手続きをご希望の場合は、この窓口で手続き  

  できますので、ご利用ください。

＊支援窓口は、町が委託した事業者（㈱エイチ・アイ・エス）が運営しています。

【その他・注意事項】

　・申込期限が近くなってからお申し込みをされた場合、必要なものなどに不備があったり、ポイントを

　マイナポイント第２弾でお申し込みが出来る方は、令和５年２月末までにマイナンバーカードの申請をさ

れた方となります。

　町では、マイナポイントの申し込みに必要なパソコンやスマートフォンをお持ちでない方、操作に不安が

ある方など、ご自身でお申し込みをすることが難しい町民の方を対象に、申し込みのお手伝いをする臨時
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